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１．あるべきインバランス料金制度の在り方
と現状を踏まえた補助的施策について
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インバランス料金の算定に用いる諸元の決め方に係る論点

 第11回基本政策小委員会においては、あるべきインバランス料金制度の在り方と現状を踏まえ、
今後は卸電力市場価格及び調整力コストを参照してインバランス料金を算定することについて御
議論いただいた。

 本日は、インバランス料金として用いる市場価格及び調整力コストの基本的な考え方について御
議論いただきたい。

本日御議論いただく論点

インバランス料金の算定範囲に係る論点

論点１ 判定単位（全国規模又はエリア単位）

調整力価格、卸電力市場価格の参照に係る論点

論点２ 参照方法（平均コスト、限界コスト）
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第11回基本政策小委員会

(2018.9) 事務局資料

（参考）
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【論点１】インバランス料金の算定範囲

 新しいインバランス料金制度においては、系統の余剰・不足に応じてインバランス料金の算出方法
が異なることから、系統の余剰・不足の考え方について整理する必要がある。

 市場価格連動となっている現在のインバランス料金は、系統全体の需給状況に応じた調整項を用
いて算定することで、インバランス料金が予見しにくい仕組みとすることにより、計画順守のインセン
ティブを持たせる観点から、全国規模で余剰・不足を判定している。

 このような点にも考慮しつつ、将来的なインバランス料金の調整力コスト連動、調整力の広域運用
を見据え、全国単位又はエリア単位のどちらで余剰・不足の判定を行うかを検討する必要がある。
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【論点２】導入に向けた今後のスケジュール

 システム改修を行うに当たっては、①要件定義（仕様決定）、②基本設計、③詳細設計、④実
装・試験、等のステップが必要であり、上記の４つの工程を終えるには約2年間の期間を要する見
込みであり、需給調整市場開設とほぼ同時期に導入することにならざるを得ない可能性がある。

 また、前頁のとおり、新たなインバランス料金制度を需給調整市場開設前に導入する場合、V1、
V2については、手入力が必要となる見込み。
（※）遅くとも需給調整市場開設後であれば、システム連携が可能。現在、V1、V2は各社とも手作業で導出しているため、

これを手入力する必要がある。これをシステム化しても、需給調整市場開設後は不要なシステムとなってしまう。

 現在のインバランス料金については早急な見直しが必要である一方、インバランス料金が各事業者
の事業活動に与える影響も大きいため、手入力を行う場合には入力ミス等のリスクを伴うことや、シ
ステムについてもエラーの無いように慎重に構築していく必要がある。

 新たなインバランス料金制度の導入に向け、システム改修の「要件定義」を始めるに当たっては、P、
V1、V2として具体的にどの値を採用するかを決める必要がある。

 このため、

– ６頁の整理を前提として、次回以降、システム改修に要する期間も踏まえつつ、まずは、インバランス料金
の算定に用いるP、V1、V2の価格の決め方に焦点を当てて、更に詳細な議論を深めていくとともに、

– 今後のスケジュールについては、これらの価格の決め方に応じた手作業の複雑性又はシステム設計の所要
期間等を精査した上で、引き続き検討していく、

こととしてはどうか。

第1２回基本政策小委員会

(2018.11) 事務局資料

（参考）



２．足元課題への対応に向けた現行の
インバランス料金算出方法の補正
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これまでの御議論①

 系統利用者に対するインセンティブ不足及び一般送配電事業者の収支悪化への対応
として、以下の方策について御議論いただいた。
（１）インセンティブの付与

①不足インバランス料金を上げ、不足インバランス発生を抑制し、市場での調達を促す
（特に、エリアの需給ひっ迫時）
②余剰インバランス料金を下げ、余剰インバランス発生を抑制し、市場への供出を促す
（特に、エリアの需給余剰時）

（２）インバランス収支の改善
①調整力単価との乖離を改善する（余剰料金、不足料金ともに下げる方向）
②特に余剰インバランス発生を抑制する

 足下の課題に対して速やかに対応する必要があることから、送配電事業者のシステム改
修をはじめとした導入にかかる対応コスト等も踏まえた簡便な手段として、事業者の不足
インバランスと余剰インバランスに応じて定数を加減算する方向で検討を進めることとした。

不足事業者 余剰事業者

α×市場価格＋β

α×市場価格＋β + K

α×市場価格＋β - L

× 不足インバランス量

× 余剰インバランス量

インバランス料金基本式

【足元課題への対応に向けた見直し案】
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これまでの御議論②

 第12回基本政策小委員会においては、定数の設定に当たって考慮すべき観点について御議論い
ただき、2018年4月～9月のインバランス実績も踏まえながら、以下の観点で決定することになった。

①逆インセンティブの発生の抑制により、不足／余剰とも、一定のＢＧの行動の変化を促すことが
期待できる水準であること

②一方で、定数の加減算という簡便な補正手段を採用することにかんがみ、不足／余剰とも、過
度に大きなインバランス料金の変動を及ぼさないこと（スモールスタート）

③一般送配電事業者のインバランス収支が概ね均衡することが期待できること

※収支改善効果の評価は、過去のインバランス量・インバランス料金実績を用い、精算単価にK, Lの補正を加えた場合の収
支変化を試算し、事業者の行動変化によるインバランス量の変化は予測困難なため、今回は考慮しないものとする。

 今回、9月までの実績値が確定したので、インセンティブ定数の具体的な値について御議論いただ
きたい。
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K, L設定の具体的方法について③（インセンティブ定数の決定）

 17～18頁に提示したインセンティブ強度と収支改善効果をもとに、 15頁に示した３つ
の観点からインセンティブ定数を検討する。

 まず、観点①(一定の行動を促すインセンティブを付与すること)より、不足側・余剰側とも
にインセンティブは90％以上とすることが適当。

 次に、観点②(過度に大きなインバランス料金の変動を及ぼさないこと)より、余剰側・不
足側ともにインセンティブ強度を100％とすることは適当ではない。

 最後に、観点③(一般送配電事業者のインバランス収支が概ね均衡すること)より、不足
側及び余剰側のインセンティブを90％とすると、一般送配電事業者全体の収支試算は
151億円となるところ、①2017年度の一般送配電事業者のインバランス収支が既に約
274億円の赤字となっていること及び、②インバランスの補正に伴う収支への二次効果が
プラスにもマイナスにも働き得ることを踏まえれば、収支の観点からも一定の合理性がある
と考えられる。

 したがって、10頁に示した、一定量以上のインバランス収支を系統利用者へ適切
に利益還元を行う仕組みを検討することを前提として、不足側のインセンティブを

90％、余剰側のインセンティブを90％とすることとしてはどうか。







今後のスケジュール

 本日の御議論を踏まえ、2019年4月より、K,Lの補正を開始することとしたい。

 また、本年12月17日に電力・ガス取引監視等委員会において行われた第35回制度設
計専門会合における議論も踏まえ、再生可能エネルギーの出力抑制時におけるインバラ
ンス料金の補正の在り方について、次回以降、御議論いただきたい。

 さらに、系統需給ひっ迫時等における経済的・制度的な対応についても、手作業に伴う実
務的な実現可能性も踏まえつつ、引き続き検討を行う。
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3．FIT制度の下での再エネ予測変動分
への対応
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（参考）太陽光の発電予測のタイミングを変更した場合の効果①（2017.10～2018.9）

※各一般送配電事業者からの情報提供より、電力・ガス取引監視等委員会事務局作成（インバランス精算のためのインバランス量の合計とは一致しない場合がある。）
※予測外れ量：発電計画値と発電実績（推計）の各コマの差分の合計
※改善率：改善量／計画値の予測外れ量

予測外れ
上振れ計

予測外れ
下振れ計

予測外れ量
予測外れ
上振れ計

（改善率）
予測外れ
下振れ計

（改善率） 予測外れ量 （改善率）
予測外れ
上振れ計

（改善率）
予測外れ
下振れ計

（改善率） 予測外れ量 （改善率）

北海道エリア 145 282 427 126 (13.3%) 303 (-7.4%) 428 (-0.4%) 126 (13.0%) 305 (-8.2%) 431 (-1.0%)

東 北 エ リ ア 598 540 1,138 632 (-5.7%) 554 (-2.5%) 1,186 (-4.2%) 757 (-26.6%) 348 (35.6%) 1,105 (2.9%)

東 京 エ リ ア 1,508 1,483 2,991 1,278 (15.2%) 1,304 (12.0%) 2,583 (13.6%) 1,246 (17.4%) 1,289 (13.0%) 2,535 (15.2%)

中 部 エ リ ア 832 779 1,611 770 (7.5%) 676 (13.2%) 1,446 (10.2%) 763 (8.3%) 653 (16.1%) 1,417 (12.1%)

北 陸 エ リ ア 200 85 284 - - - - - - 212 (-6.1%) 66 (21.4%) 278 (2.1%)

関 西 エ リ ア 773 461 1,234 682 (11.8%) 430 (6.8%) 1,112 (9.9%) 757 (2.2%) 295 (36.0%) 1,052 (14.8%)

中 国 エ リ ア 518 575 1,093 - - - - 544 (-5.0%) 571 (0.6%) 1,115 (-2.1%)

四 国 エ リ ア 220 302 523 246 (-11.8%) 294 (2.7%) 540 (-3.4%) 276 (-25.3%) 287 (5.0%) 563 (-7.8%)

九 州 エ リ ア 734 965 1,699 680 (7.4%) 885 (8.3%) 1,564 (7.9%) 655 (10.8%) 871 (9.7%) 1,526 (10.2%)

沖 縄 エ リ ア 71 49 120 75 (-5.8%) 42 (14.3%) 117 (2.4%) 67 (5.1%) 49 (0.2%) 116 (3.1%)

前日３時

予測タイミング
（気象庁初期時間）

前々日３時又は９時
（計画値）

前々日２１時
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今後の進め方

 今後、再生可能エネルギーの導入拡大が進むにつれ、インバランスが一層拡大する可能
性がある中、再生可能エネルギーに起因するインバランスを小さくするための対策を検討
する必要がある。

 その際、本日御議論いただいた内容を踏まえつつ、予測精度のデータや運用実態、全
体のインバランス設計も鑑み、電力・ガス取引監視等委員会及び電力広域的運営推
進機関の協力も得ながら、実現可能な方策について更なる検討を続けて行くこととして

はどうか。


